
伊丹市告示第８８号

令和７年度下半期の財政事情の公表について

　地方自治法第２４３条の３第１項及び「財政事情」の作成及び公表に関する

条例（昭和２３年条例第１０７号）第４条第１項の規定により，令和７年度

下半期の財政事情を別紙のとおり公表する。

令和８年６月１日

伊丹市長　中 田　慎 也



令和７年度下半期財政事情 別　紙

一般会計 （単位：千円）
(歳入）  (歳出)

上期（４月～９月） 下期（10月～３月） 合計（４月～３月） 款 予算現額 上期（４月～９月） 下期（10月～３月） 合計（４月～３月）

17,335,714 15,293,920 32,629,634 総　務　費 15,011,322 3,336,586 6,398,507 9,735,093
2,990,072 2,174,366 5,164,438 民　生　費 36,194,437 13,483,777 16,279,464 29,763,241
7,031,649 4,127,005 11,158,654 衛　生　費 6,197,660 3,416,304 2,239,579 5,655,883
6,867,112 19,230,557 26,097,669 労　働　費 155,920 47,368 68,076 115,444

41,769 104,492 146,261 商　工　費 474,462 229,246 159,927 389,173
0 372,929 372,929 土　木　費 6,660,412 3,346,741 1,579,661 4,926,402

1,191,427 998,982 2,190,409 教　育　費 27,794,795 8,727,595 11,854,018 20,581,613
0 1,140,300 1,140,300 公　債　費 6,788,134 3,834,184 2,900,035 6,734,219

3,619,689 3,066,749 6,686,438 そ　の　他 4,396,374 1,717,036 1,861,550 3,578,586
39,077,432 46,509,300 85,586,732 合　　　計 103,673,516 38,138,837 43,340,817 81,479,654

特別会計

上期（４月～９月） 下期（10月～３月） 上期（４月～９月） 下期（10月～３月） 合計（４月～３月）

18,050,251 5,760,881 9,602,171 5,530,502 9,679,815 15,210,317
3,916,007 1,233,996 2,520,217 1,290,069 1,852,196 3,142,265
19,743,031 8,327,417 7,601,490 7,601,539 9,620,485 17,222,024

13,363 6,266 5,255 2,469 4,357 6,826
19,356 8,005 6,852 715 5,451 6,166
14,688 8,376 4,446 3,290 7,783 11,073

41,756,696 15,344,941 19,740,431 14,428,584 21,170,087 35,598,671

企業会計

予算額 上期（４月～９月） 下期（10月～３月） 予算額 上期（４月～９月） 下期（10月～３月） 合計（４月～３月）

16,065,129 8,240,367 7,962,587 17,474,057 7,487,136 9,365,657 16,852,793
22,628,506 1,892,940 1,083,798 22,917,704 1,842,590 1,420,181 3,262,771
3,796,986 1,792,018 1,995,103 3,565,490 1,492,880 1,901,483 3,394,363
2,265,748 0 1,092,088 3,875,623 857,993 1,685,774 2,543,767
376,268 190,238 186,623 332,326 142,186 142,711 284,897
22,602 0 20,000 184,554 134,051 27,924 161,975

4,694,258 1,633,655 3,059,247 4,662,007 2,381,939 1,961,288 4,343,227
1,557,403 0 1,116,108 3,427,124 1,261,232 1,728,445 2,989,677
2,501,944 1,105,472 1,340,958 2,577,429 930,005 1,576,227 2,506,232
140,829 0 109,133 258,198 19,182 237,643 256,825

 収益的収入及び支出 26,275,699 14,129,933 10,848,961 24,723,518 13,167,713 10,899,167 24,066,880
 資本的収入及び支出 1,000 0 0 2,200 202 803 1,005

80,326,372 28,984,623 28,814,606 84,000,230 29,717,109 30,947,303 60,664,412

支　　　出

予算現額
34,634,517
5,164,438
11,158,654

水道事業

 資本的収入及び支出
 収益的収入及び支出
 資本的収入及び支出

款
市 税
地方消費税交付金
地 方 交 付 税
国 県 支 出 金

8,490,263
103,673,516

3,950,422

そ の 他

諸 収 入

31,683,448

モーターボート

競走事業

24,978,894
0

15,928,907
3,754,213

介 護 保 険 事 業

荒 牧 財 産 区

合計（４月～３月）

143,661

15,363,052

1,241,013

7,207,100

財 産 収 入
繰 入 金

国 民 健 康 保 険 事 業

収　　　入

１　収入及び支出の概況（令和８年３月31日現在）
　　　令和７年度各会計において，令和8年 3月31日までに収入及び支出した額は，次のとおりである。

市 債

予算現額

鴻 池 財 産 区

注）計数はそれぞれ四捨五入しているため、合計とは一致しません

会　　計　　名

合 計

合計（４月～３月）

 資本的収入及び支出
工業用
水道事業

 収益的収入及び支出
病院事業

35,085,372

後 期 高 齢 者 医 療 事 業

合　　　　　計
注）計数はそれぞれ四捨五入しているため、合計とは一致しません

 収益的収入及び支出
1,092,088

収　　　　　　入

376,861

2,976,738

交通事業
 収益的収入及び支出
 資本的収入及び支出

下水道事業
 収益的収入及び支出

支　　　　　　　出

14,857
12,822

16,202,954

会　　計　　名

新 田 中 野 財 産 区

合　　　　　計 57,799,229

4,692,902
 資本的収入及び支出 1,116,108

11,521

109,133
2,446,430

3,787,121

20,000



２　住民の負担の状況
516,840 円

　(１世帯当たり 1,085,268 円 )
市民1人当たりの負担する税金 172,662 円
（市税） 　(１世帯当たり 362,559 円 )
住民基本台帳人口 200,591 人
同世帯数 95,528 世帯
（令和8年 3月31日現在）

３　一般会計における財産の状況（令和8年 3月31日現在）
市の所有する建物床面積

619,767 ㎡

４　一般会計における財産公債及び一時借入金の現在高（令和8年 3月31日現在）
　(1)地方債

①一般会計
(事業別) （単位：千円） (借入先別) （単位：千円）
建 設 事 業 等 30,751,323 財 務 省 14,017,817 
住 宅 資 金 貸 付 － 郵 便 貯 金 60,324 
公 営 企 業 出 資 1,135,807 簡 易 生 命 保 険 － 
災 害 救 助 － 地方公共団体金融機構 29,968,050 
災 害 復 旧 － 市 中 銀 行 558,996 
臨 時 財 政 対 策 17,945,134 共 済 組 合 等 2,235,097 
そ の 他 351,420 兵 庫 県 － 

そ の 他 3,343,400
合　　　　計 50,183,684 合　　計 50,183,684

②特別会計
(会計別) （単位：千円） (借入先別) （単位：千円）
介 護 保 険 事 業 65,000 兵 庫 県 65,000

令和７年度一般会計予算におけ
る市民1人当たりの歳出額

市 の 所 有 す る 土 地
1,820,642 ㎡

基　　金
36,970,611 千円



③企業会計
(会計別) （単位：千円） (借入先別) （単位：千円）
病 院 事 業 20,535,875 財 務 省 9,482,042

地方公共団体金融機構 10,373,296
市 中 銀 行 680,537

合　　計 20,535,875

水 道 事 業 11,162,276 財 務 省 1,553,246
地方公共団体金融機構 9,538,630
市 中 銀 行 70,400

合　　計 11,162,276

工 業 用 水 道 事 業 284,086 財 務 省 37,227
地方公共団体金融機構 246,859

合　　計 284,086

下 水 道 事 業 18,434,615 財 務 省 1,319,375
簡 易 生 命 保 険 3,695,319
地方公共団体金融機構 12,219,737
市 中 銀 行 1,200,184

合　　計 18,434,615

交 通 事 業 685,012 地方公共団体金融機構 457,587
兵 庫 県 227,425

合　　計 685,012

モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 事 業 0

　(2)一時借入金
①一般会計
　な　し

②特別会計
　な　し

③企業会計
　な　し



５　財政の動向及び市長の財政方針

令和７年度下半期の財政の動向は、上記１から４に示したとおりである。
令和８年度の市長の財政方針については別添のとおり。



 

 

令 和 ８ 年 度 
（２０２６年度） 
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令和８年（２０２６年）２月２５日 

 

 

 

～誇りあるまちを、次の世代へ～ 

Administrator
テキストボックス
別添
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１． 誇りあるまちを、次の世代へ 

（はじめに） 

令和８年度各会計予算、及び各議案の提案に際し、市政運営の基本

方針、並びに予算案の諸事業について、所信の一端と施策の大綱を申

し上げます。議員各位をはじめ市民の皆さまのご理解とご協力をお願

い申し上げます。 

 

（次代へつなぐまちづくり） 

昨年４月、市民の皆さまから数多くの温かいご支援を賜り、第２５代

伊丹市長に就任させていただいてから、早くも１０か月が経とうとして

おります。この間、私は市民目線と現場の声を重視した「現場主義」を

大切にしたいという思いから、市内各所で行われている地域活動等に

参加させていただき、多くの市民の皆さまと直接、対話を重ねてまい

りました。地域の清掃に精を出す姿、タウンミーティングで熱心に議論

を交わす様子、子どもたちの登下校を見守るボランティアの皆さま、そ

して伝統ある祭りを次世代へつなごうと奮闘する若者たち。こうした

皆さまの献身的な姿を間近で拝見し、非常に心強く、感謝の気持ちが

込み上げてまいりました。このまちをもっと良くしたい、次の世代に素

晴らしいまちを引き継ぎたい、そんな市民お一人おひとりの純粋な想

いとまちへの愛着を胸に刻み、誇りあるまちを次の世代へつないでい
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くため、全力で市政運営を進めてまいります。 

さて、日本の人口は、２００８年の約１億２，８０８万人をピークに減少

傾向にあり、国が公表した「２０２６年１月１日現在の概算値」では、約１

億２，２９５万人となっており、６５歳以上の高齢者数は、約３，６１８万

人で総人口のおよそ３割を占めています。また、昨年１２月の報道によ

れば、出生数についても２０２５年に国内で生まれた日本人は約６６万

８千人と大きく減少することが見込まれ、これは１８９９年の統計開始

以降、最少を更新する見通しとされています。国は、このような状況を

受け、人口減少は、わが国最大の問題であるとの認識のもと、「人口戦

略本部」を設置し、こども・子育て政策を含む人口減少対策を総合的に

推進することとしています。 

本市の人口については、２０２０年９月の１９万８，７２５人を境に減少

局面に転じ、２０２６年２月１日時点では、１９万５，４０１人にまで減少し、

６５歳以上の高齢者数は、５万１，７７２人となり全体の２６．５％を占め

ています。また、出生数についても、２０２５年は１，３２３人となり、減少

傾向で推移しています。これらの統計が示すように、全国的に進む少

子高齢化が、本市においても深刻な課題となっております。 

こうした人口構造の変化は、労働力不足や社会保障関係経費の増嵩

等、社会経済のあらゆる側面に深刻な影響を与え、将来の予測を困難

なものにしています。私は、先行きの不透明な時代を乗り越えるため
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の要諦は、これまでの慣例や既成概念に捉われない「次世代への投資」

と、市民の生命と暮らしを守り抜く「安全・安心なまちづくり」にあると

確信しております。 

私が目指す本市の姿は、「人」が安心して暮らし、地域への深い愛着

を持ち、住みたい、住み続けたいと感じられるまちの実現であります。

この「安全・安心」という揺るぎない基盤の上に、伊丹ならではの固有

の「ブランド」や「魅力」をさらに磨き上げ、市内外へと戦略的に発信し

ていくことが極めて重要であると認識しております。 

全国的に人口減少が加速する中、本市における２０２５年の１年間を

みると、社会増が自然減を大きく上回り、兵庫県内最多となる６４７人

の人口増加となりました。これは、本市が様々な施策を展開し、まちの

魅力を発信し続けた結果、本市の取り組みが着実に成果を上げている

証左であります。 

今後も、まちの主役である「人」が健やかに育まれ、「安全・安心」がし

っかりと守られる体制を堅持してまいります。そして、その確かな「魅

力」に多くの人々が集うという好循環を確立することで、交流人口はも

とより、関係人口、ひいては定住人口の増加へとつなげてまいります。

私は、この好循環を通じて本市を持続可能なまちへと発展させ、「選ば

れるまち」として進化させていく決意であります。 

本市が有する、長きにわたり培われてきた歴史や文化、四季折々に
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表情を変える豊かな自然、そして何よりも、人と人とのつながりを大切

にする市民力は、まちの財産であります。これらかけがえのない本市の

財産をさらに輝かせ、市民お一人おひとりが伊丹のまちに誇りを持ち、

誰もが暮らしやすさを実感できる魅力あふれるまちを皆さまとともに

築き上げていく所存です。 

 

２．市政運営の基本方針 

次に、市政運営の基本的な考え方について、申し上げます。 

令和８年度の市政運営にあたりましては、「次世代への投資」、「安

全・安心なまちづくり」、「ブランド・魅力の発信」を柱とした各施策を積

極的に推進してまいります。 

 

（１）次世代への投資 

１つ目は、「次世代への投資」です。 

子どもたちは、まちの未来を担うかけがえのない存在であるとの考

えから、「次世代への投資」を最優先に取り組みます。次代を担う子ど

もたちの健やかな成長は、まちの活力向上や高齢者支援を含む地域社

会全体の持続可能な発展を確かなものにします。本市の子どもたちが、

将来のまちを支える人材となることはもとより、能力を最大限に発揮

し、世界へとはばたけるような環境を整えることこそ、現在を生きる私
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たちの世代に課せられた責務であります。未来への確かなバトンを、着

実に次世代へとつないでまいります。 

（子どもの習い事応援） 

「協調性」や「やり抜く力」といった非認知能力は、子どもたちが予測

困難な社会を幸せに生き抜くための土台であり、次世代を担う子ども

たちにとって重要な要素の一つです。 

学校の放課後や休日の時間を有効に活用し、子どもたちの興味や個

性を生かした学習や文化、スポーツ等の習い事経験は、非認知能力を

育成するとともに、学校とは異なる環境で社会性を身につけることに

寄与するなど、未来を担う子どもたちの無限の可能性を伸ばすことに

大きくつながります。 

家庭の経済的事情によって体験や学びの機会が制限されることなく、

できる限り多くの子どもたちがその機会を享受できるよう、就学援助

を受給している市内小学生の保護者を対象に、習い事に必要な費用と

して、月額８千円を上限に助成します。 

（学校給食費の無償化） 

学校給食は、子どもたちの心身の健全な発達に不可欠な「食育」の

根幹を成すものであり、安定した質の確保が重要です。本市では、これ

まで、各家庭の負担が重くなる中学校給食費の完全無償化に取り組む

とともに、小学校給食費についても、物価高騰の影響を受けている保
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護者の負担を軽減するため、食材費の物価上昇分等を公費で負担して

きました。 

来年度からは、国において、小学校給食費の負担軽減策が行われる

こととされています。本市においては、子育て世代の保護者の皆さま

の負担をさらに軽減するため、国の支援では不足する部分を市が全額

負担することで、小学校給食費を完全無償化します。これにより、本市

では、小学校から中学校までの全学年の給食費が完全無償化となりま

す。 

（部活動の地域展開） 

現在、本市では、中学校の部活動の地域展開について、運動部は令

和８年度の夏季総体後の７月頃から、また、文化部は秋季学習発表会

後の９月頃からの実施に向けて進めています。 

子どもたちが自分の興味や関心に基づき、それぞれのペースで熱中

できる活動を経験することは、子どもたちの豊かな成長にとって重要

であると認識しております。スポーツや文化活動を気軽に楽しめるクラ

ブから専門性の高いクラブまで、すべての地域クラブへの参加が家庭

の経済状況によって制限されることがないよう、就学援助を受給して

いる市内中学生の保護者に対し、地域クラブの参加に必要となる費用

を補助します。また、登録地域クラブの活動初期において、物品の調達

や指導者の研修に関する費用等、スタートアップに必要な費用の一部
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を補助します。子どもたちが自らの意思で選択した地域クラブに参加

する際、在籍校以外の校区で活動する生徒の移動手段として自転車の

利用増加が見込まれます。大切な命を守るため、ヘルメット購入に必要

な費用を補助し、安全な移動を支援します。また、地域クラブ活動は、

学校のグラウンド等、屋外運動施設において、日没以降の活動が想定

されます。学校部活動と同様の活動環境を確保するため、照明設備を

整備します。 

さらに、地域クラブにおいて質の高い指導を確保するとともに、子

どもたちが安心して地域クラブに参加できるよう、相談受付体制を整

備します。地域クラブ、保護者、そして学校の三者が連携・協力できる

体制を構築し、子どもたちの活動を力強く支えてまいります。 

（ＴＯＹＯ ＴＩＲＥＳ 伊丹スポーツセンター整備） 

スポーツ環境のさらなる充実に向けて、年間約３０万人を超える利

用者が集うＴＯＹＯ ＴＩＲＥＳ 伊丹スポーツセンターについて、利用者の

安全確保と利便性向上を図るため、大規模な改修を実施します。 

陸上競技場のトラックについては、水はけが良く、雨天時や車いす陸

上競技等にも対応可能な全天候型競技場とするとともに、フィールド

は、サッカーやラグビー等の競技スポーツや、子どもから高齢者まで安

全に利用できる生涯スポーツに適した人工芝への改修や、スタンド、ナ

イター照明の整備に向け、実施設計を行います。 
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テニスコートにおいても、人工芝の張り替えや、照明設備のＬＥＤ化

の改修を実施し、より快適にご利用いただける環境を整備します。 

さらに、子どもたちをはじめ市民の皆さまから要望のありましたバ

スケットゴールを屋内プール北側に整備します。 

（ボール遊びを楽しめる公園の環境整備） 

子どもたちのボール遊びは、運動能力の向上や、コミュニケーション

能力の育成等、様々な効果があるといわれております。しかし、現在、

市内の多くの公園では、ボール遊びが制限されており、私自身、市長就

任以前より、子どもたちや保護者の皆さまから身近な公園でボール遊

びがしたいといった声をいただいておりました。 

サッカーやキャッチボール等のボール遊びを楽しめる環境づくりの

ため、新たに瑞ケ丘公園の野球場、古池公園、及び稲野公園の運動広

場の３施設を一時開放するとともに、スポーツセンターでは、テニスの

壁打ちコートを開放します。 

さらに、子どもたちが身近な場所で安心してボール遊びを楽しめる

公園の環境整備に向けて、地域住民の皆さまや関係団体と連携し、地

域の特性に応じた柔軟なルール作りに向けた協議を進めます。 

 

（２）安全・安心なまちづくり 

２つ目は、「安全・安心なまちづくり」です。 
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「安全・安心」は、すべての市民生活の基盤であり、持続可能なまちづ

くりを進める上での大前提であります。 

私は、災害対策の強化はもとより、救急医療体制の充実、地域防犯

や交通安全対策を徹底し、不測の事態から市民の皆さまの生命と財産、

そして健やかな暮らしを守り抜くことこそが基礎自治体として最も基

本的で重要な責務であると認識しております。この認識のもと、市民の

皆さまお一人おひとりの暮らしの安全・安心を確保するため、全力を

尽くしてまいります。 

（市立伊丹病院統合再編整備） 

統合新病院整備事業については、令和９年度後半の開院を目指し、

高度急性期病院として脳卒中や心筋梗塞等、重篤な救急疾患に常時対

応できるよう、救命救急センターの機能を備えた西棟の工事等を進め

ます。また、統合新病院の開院前に、近畿中央病院の診療休止を踏ま

え、現行の市立伊丹病院において、「耳鼻咽喉科」・「脳神経内科」に常

勤医を招聘し、安定した医療サービスを提供するとともに、新たに「腎

臓内科」を開設し、入院治療サービスを一層向上させます。 

令和８年４月から近畿中央病院の医師や看護師、その他の専門職と

いった医療人材を集約することで、安全で質の高い医療を安定的に提

供できる体制を構築し、子どもから高齢者まですべての人が、将来に

わたって安心して暮らせる安全なまちづくりを進めます。 
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（市立伊丹病院統合再編整備（交通アクセス確保等）） 

近畿中央病院を利用されている皆さまから、診療休止後に市立伊丹

病院へ通院する場合の交通アクセスの向上に対する要望がございまし

た。令和８年度から２年間、公立学校共済組合と共同で近畿中央病院

と市立伊丹病院を結ぶ無料の直通シャトルバスを運行することで、市

立伊丹病院への通院手段を確保するなど、今後も市民の皆さまに安心

していただける医療提供体制の構築に向けて取り組みます。 

また、近畿中央病院の跡地については、先月、１月３０日に企画競争

による売却先の公募を開始するなど、公立学校共済組合において手続

きが進められています。引き続き、回復期機能を有する民間医療機関

の誘致の実現に向けて、公立学校共済組合と協力しながら取り組みを

進めます。 

（物資備蓄） 

災害時に指定避難所として使用される市内の小・中学校、及び高等

学校において、停電時の夜間に、必要な明るさを確保するとともに、安

全に仮設トイレへ移動することができるよう、ＬＥＤ投光器とインバータ

ー発電機を配備します。また、防災公園の防災倉庫についても発災直

後から災害備蓄品を迅速に搬出できるよう、照明設備等を配備します。 

さらに、避難所におけるトイレ環境の整備を進めます。組立式仮設ト

イレを新たに７２基整備するとともに、発災直後から仮設トイレが設置
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されるまでの期間に必要な携帯トイレキットを８万８，６００個備蓄する

など、避難生活における良好な生活環境の確保に努めます。 

 

（３）ブランド・魅力の発信 

３つ目は、「ブランド・魅力の発信」です。 

基礎自治体を取り巻く環境が厳しさを増す中にあっても、本市が誇

る数多くの魅力をさらに磨き上げ、その価値を最大化して広く発信し

ていくことが、「伊丹で子育てをしたい、住みたい、そして住み続けたい」

と市民の皆さまが心から思えるまちを実現するための羅針盤となりま

す。また、たとえ伊丹を離れることがあったとしても、「いつかもう一度

戻り住みたい」と思っていただけるよう、魅力あふれるまちづくりを推

進してまいります。 

（ブランド戦略） 

本市が持続的に発展し続けるためには、市民の皆さまが「このまち

に住み続けたい」と感じ、まちへの愛着と誇りを深めることが重要であ

ると認識しております。全国的な人口減少が加速する中、本市におい

ても微減傾向にあり、将来にわたって「選ばれるまち」となるため、本

市の「魅力」と「住みやすさ」をブランドとして言語化することが必要で

す。 

このため、市民の声を調査・分析し、ワークショップ等を通じて意見
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交換を重ねながら、交流人口をはじめ、関係人口、定住人口の増加に

つながるブランド戦略を市民の皆さまとともに策定してまいります。

さらにその戦略を起点にした様々な取り組みを通じて、本市に住まう

ことでウェルビーイングを実感できるまちづくりを展開します。 

（ブランドデザインアドバイザリー） 

本市の有する魅力のブランド化に向けて、パーパスの策定をはじめ、

ブランド戦略、及び広報戦略の策定に取り組んでいます。それらの効果

を最大限に高めるためには、各戦略を一体的に進めることが必要であ

り、まち全体を大所高所から広く見渡す「鳥の目」、生活者としての足

元を注意深く見つめる「虫の目」、社会や時代の変化、潮目を見失わな

い「魚の目」といった視点が求められます。 

そこで、専門知識を有する外部の人材、チーフ・マーケティング・オフ

ィサー、いわゆるＣＭＯ補佐官を登用します。民間ならではの知見を導

入することで、職員全員に「伝わりやすさ」や「伝えるべき情報」を意識

した広報マインドを注入するとともに、本市のブランドデザインや広報

デザイン等、まち全体の魅力を戦略的にコーディネートすることで、未

来にわたって誇れるまちづくりを推進します。 

（清酒発祥の地ＰＲ（日本遺産推進）） 

「清酒発祥の地 伊丹」は、本市が誇るべき貴重な歴史・文化であり、

かけがえのない魅力の一つであります。先人たちが築いたこの歴史・
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文化を、未来を担う世代へ継承し、伊丹のまちの魅力をさらに高めて

まいります。 

日本酒のたしなみ方等に関する講座や、「清酒発祥の地 伊丹」に関

連する様々な施設を訪れ、五感で体感いただくガイドツアー等を実施

します。また、神戸市や西宮市等が参画する「阪神間日本遺産推進協議

会」と連携し、構成団体が一体となって広域的に日本遺産関連のイベン

ト情報を発信することで、「清酒発祥の地 伊丹」としてのＰＲをさらに

強化します。 

 

３．令和８年度の取り組み 

令和８年度の諸事業について、第６次伊丹市総合計画の大綱に沿っ

て述べさせていただきます。 

 

大綱１ 安全・安心 

大綱の１つ目、「安全・安心」です。 

緊急情報等を伝達する防災行政無線について、現在使用しているＭ

ＣＡ無線のサービスが、令和１１年５月に終了することから、新たなシス

テムへ更新するための設計を行います。 

豪雨等による浸水対策として、金岡川改修工事、及び荒牧地区雨水

管渠布設工事等を実施します。 
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救急体制のさらなる強化を図るため、消防車両整備計画に基づき、

南野出張所の救急車を更新するとともに、旧車両を非常用救急車とし

て活用します。 

救急業務の円滑化と傷病者の負担軽減を図るため、救急現場でマイ

ナンバーカードから医療情報を確認し、病院選定等に必要な情報を把

握できるマイナ救急を導入します。 

自転車をはじめとした交通事故の削減に向け、交通安全教室におい

て、より臨場感が得られるＶＲ教材を導入します。 

 

大綱２ 育ち・学び・共生社会 

大綱の２つ目、「育ち・学び・共生社会」です。 

大阪大学大学院連合小児発達学研究科との連携協定に基づき、睡

眠を中心とした子どもたちの生活習慣の改善に取り組みます。小学校

低学年を対象に、睡眠の大切さを学ぶことができる出前講座を実施す

るとともに、乳幼児期の子どもを対象に睡眠支援アプリを活用し、子ど

もの健やかな発達につなげます。 

利用者の増加や多様化するニーズに対応するため、私立放課後児童

クラブを３施設誘致します。 

保育需要の増加が見込まれる市南部地域において、新たに６０名分

の保育定員を確保するため、私立保育施設１施設の整備を補助しま 
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す。 

長期欠席やその傾向にある児童生徒に対応するため、市立小・中学

校全校において不登校対策支援員の配置を週２０時間に拡充します。 

安全・安心でおいしい学校給食を継続して提供するため、小学校給

食第２センターの建替工事を実施します。また、中学校給食については、

現在使用している磁器食器から、破損のおそれが低い樹脂製のＰＥＮ

食器とＰＥＮ食器専用の食器かごに更新します。 

安全で良好な教育環境の確保を図るため、市立小・中学校、及び特

別支援学校の大規模改修工事や空調設備改修工事等を実施します。 

市内で自習できる環境の充実を図るため、従来の静かに学習する

『自習室』に加え、皆で学び合える『自習スペース』を増設し、座席数を

現在の約２倍となる７００席程度に拡充するとともに、Ｗｉ‐Ｆｉ環境を整

備します。 

 

大綱３ 健康・医療・福祉 

大綱の３つ目、「健康・医療・福祉」です。 

市内企業からの寄附を活用し、新たに産婦健康診査にかかる費用を

助成するとともに、新生児聴覚検査にかかる補助額を増額します。 

生まれてくる子どものＲＳウイルス感染症の感染、重症化予防を図る

ため、妊娠２８週から３６週までの妊婦の方を対象にＲＳウイルスワクチ
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ンの定期予防接種を実施します。 

若年期の過ごし方で生涯の骨量が決まることから、「骨の健康づくり」

にフォーカスしたアウトリーチ型の健康教育を実施するとともに、保健

センターで骨密度測定会を実施します。 

国民健康保険加入者の健康増進と各種検診の受診率向上を図るた

め、人間ドックの受診費用の助成を拡充します。 

地域福祉の拠点施設である地域福祉総合センターいきいきプラザ

の屋上防水、外壁、内装改修等の大規模改修工事を実施します。 

要介護者の介護度改善に大きく寄与している事業所に対して、表彰

や報奨金を付与するとともに、介護度の改善度合いが高い方への個人

表彰を実施することで、事業所や要介護者の意欲の向上を図り、自立

支援や重度化防止につなげます。 

 

大綱４ 市民力・にぎわい・活力 

大綱の４つ目、「市民力・にぎわい・活力」です。 

令和８年度供用開始予定の地域活動の拠点施設みなみ交流センタ

ーの建築工事を実施するとともに、南センターとコミュニティセンター

梅ノ木の解体工事を実施します。 

ＪＲ伊丹駅構内にある観光物産ギャラリーの大規模改修工事を実施

します。 
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文化施設の大規模改修に向けて、東リ いたみホールについては、特

定天井の改修工法の検討等について基本設計を行い、音楽ホールにつ

いては、建物・設備等に関する実施設計を行います。 

市の創業支援情報を創業者へ発信するとともに、創業者や創業希望

者同士の交流会を実施します。また、起業に興味・関心がある高校生を

対象に、ビジネスゲームや創業に関する講義等の起業教育を実施しま

す。 

伊丹スカイパーク利用者の安全性と利便性の向上を図るため、冒険

の丘の法面に安全で歩きやすい園路や階段等の設置工事を実施しま

す。 

 

大綱５ 環境・都市基盤 

大綱の５つ目、「環境・都市基盤」です。 

脱炭素シンポジウムの開催や脱炭素に取り組む企業を表彰するなど

の支援策を通じて、市内企業の脱炭素経営を促進します。 

２４時間いつでも予約状況を確認し、手続きを行うことができる斎

場予約システムを導入します。 

豊中市と共同で、し尿公共下水道放流施設の新施設の整備に向けた

基本設計を行います。 

公園施設長寿命化計画に基づき、西桑津公園ほか２公園の遊具の更
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新や天神川緑地の園路舗装工事を実施します。 

市営住宅等整備計画に基づき、荒牧第６、第７団地について、解体工

事等を実施するとともに、玉田団地１号館ほか３棟の用途廃止に向け

た測量委託等を行います。 

市バス利用者の利便性向上を図るため、交通局、及び阪急伊丹市バ

ス総合案内所でキャッシュレス決済を導入します。 

街路樹管理計画に基づき、市道桑津口酒井線や市道南町６２７０号

線ほか３路線の歩道再整備を実施します。 

 

大綱６ 参画と協働・行政経営 

最後に、大綱の６つ目、「参画と協働・行政経営」です。 

市民サービスの維持・向上と業務効率化の推進に向けて、市ホーム

ページ上で稼働しているＡＩチャットボットについて、生成ＡＩ等、新しい

技術と連携したシステムに更新します。 

施策の効果検証や市民満足度の把握を通じて、市政に対する市民ニ

ーズを的確に施策へ反映させるため、市民意識調査を実施します。 

みなみ交流センターの開所に伴い、廃止する南センターに設置され

ている市民課南分室を生涯学習センターラスタホール１階へ移転しま

す。 

職員が安心して働けるだけでなく、来庁者が心地よく利用できる環
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境づくりのため、カスタマーハラスメントの防止に取り組みます。 

市長の市政運営を評価する仕組みの導入に向けて、市長の退職金に、

客観的な意見を取り入れた成果報酬型の評価制度を検討します。 

 

４．予算概要 

 

次に、令和８年度歳入歳出予算案の概要についてご説明いたします。 

令和８年度当初予算の編成にあたりましては、行財政改革により、財

源を確保し、主要施策に重点的に予算を配分するとともに、賃金や物

価の上昇を的確に予算に反映しました。また、行財政プランの規律を

堅持し、財政の健全性を確保した結果、一般会計予算の総額は過去最

高となる９５７億円で、前年度当初予算に比べ３０億円、率にして３．

２％の増となりました。 

次に、予算の主な内容についてご説明申し上げます。 

まず、一般会計の主な歳入歳出予算の状況について、概数で申し上

げますと、歳入については、市税収入では、給与所得の増加による個

人市民税の増収や、家屋の新増築による固定資産税、及び都市計画税

の増収が見込まれることなどから、前年度に比べ６億９，０００万円、率

にして２．０％増の３５０億７，０００万円を見込んでおります。 

地方交付税は、地方財政計画において、人件費の増加や物価高への
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対応等、所要の一般財源総額が確保された結果、前年度に比べ６億５，

０００万円、率にして６．９％増の１００億５，０００万円を見込んでおりま

す。 

県支出金は、小学校給食費負担軽減に伴う交付金の増加等により、

前年度に比べ１億３，０００万円、率にして１．６％増の８１億１，０００万

円となりました。 

歳出については、扶助費では、利用者数の増加による障害福祉サー

ビス費や、賃金・物価の上昇に伴う保育所保育委託料の増加等、社会

保障関係経費が増加することなどから、前年度に比べ８億４，０００万

円、率にして２．６％増の３３４億９，０００万円となりました。 

補助費等は、小・中学校の給食費完全無償化や、子どもの習い事応

援事業の実施等、主要施策に要する経費が増加することから、前年度

に比べ２億７，０００万円、率にして２．７％増の１０５億７，０００万円と

なりました。 

公債費は、公債管理基金を活用した繰上償還に伴い、償還元金が増

加することなどにより、前年度に比べ１４億１，０００万円、率にして２０．

８％増の８２億円となりました。 

特別会計では、国民健康保険事業特別会計等、６会計総額で、前年

度に比べ１９億３，０００万円、率にして４．８％増の４２１億８，０００万円

となっております。 
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公営企業会計では、病院事業会計等、６会計総額で、前年度に比べ４

２億３，０００万円、率にして６．１％増の７３６億８，０００万円となって

おります。 

次に、主な財政指標について申し上げますと、実質公債費比率は前

年度に比べ０．９ポイント減の３．９％となり、健全な水準を維持してお

ります。また、将来負担比率は、公債費充当可能財源等が将来負担額

を上回るため、発生しない見込みです。 

市の貯金である財政調整基金は、基金運用利子のほか、財源の年度

間調整のために２億４，０００万円の積立を行う一方、中学校給食費の

無償化に要する経費や、クリーンランド負担金の年度間調整のために

４億８，０００万円を取り崩すことから、基金残高は前年度に比べ２億４，

０００万円、率にして１．７％減の１４０億１，０００万円となる見込みです。 

また、市の借金にあたる市債残高は、繰上償還を行うことなどによ

り、前年度に比べ４０億５，０００万円、率にして７．２％減の５２２億円と

なる見込みです。 

今後とも、歳入・歳出両面において、行財政改革に果敢に取り組み、

次の世代へつなぐための行財政運営に努めてまいります。 

 

５．むすび 

「今日、誰かが木陰で休めるのは、遠い昔に誰かが木を植えたからだ」 
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これは、米国の投資家ウォーレン・バフェット氏の言葉です。 

私たちが今、この伊丹の地で享受している利便性や豊かな環境は、

決して偶然の産物ではございません。はるか昔、未来を信じ、弛まぬ努

力を重ねてこられた先人たちが築いてくださった尊い礎の上に、成り

立っているものであります。 

この事実に深い敬意と心から感謝するとともに、次は私たち自身が

「未来の木を植える」番であると、その責務を改めて強く認識しており

ます。 

未来を担う子どもたちが、希望に満ちた笑顔で健やかに成長できる

環境を整えること。すべての市民が、住み慣れた地域で安心して心豊

かな日々を送れる地域社会を築き上げること。そして、伊丹というまち

が持つ可能性を最大限に引き出し、持続的に発展していくための確か

な種を蒔くこと。これらこそが、今を生きる私たちに課せられた使命で

あります。 

しかしながら、木が育つには、年月を要するからこそ、私たちは今、

行動を起こさなければなりません。 

数十年後の豊かな「木陰」を確かなものにするためには、時代の変化

を敏感に先取りする「スピード感」と、前例のない困難に対しても怯む

ことなく果敢に立ち向かう「チャレンジ精神」が不可欠であります。 

小さくとも確かな一歩の積み重ねが、やがて数十年後の豊かな実り



23 

へとつながります。 

私は、未来の市民が誇りに思える「豊かな木陰」をこの伊丹に残すた

め、全身全霊を懸けて職務を全うする所存です。 

議員各位をはじめ、市民の皆さまの深いご理解と温かいご協力を、

心よりお願い申し上げます。 
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